
 

整理解雇強行して六年目 

高稼働・乗員不足 

事業計画・安全運航も危機 

JAL の経営責任は明確 
  

 

職場の高稼働状況は乗員の流失だけでなく、整備職現場でも流失し、客室乗務員

も毎年 600 人規模で JAL を退職している状況です。人員不足・経験者不足は明白で

あり、事業規模の維持・拡大に赤信号、安全運航も危ぶまれています。 

日本航空経営が整理解雇の解決を 5 年間以上も放置し、現在の高稼働状況を自ら

が作り、経営の自縄自縛と言えるでしょう。更に人員不足に落ちった為に事業計画

も拡大出来ず、高稼働状況の中でインシデントも数多く発生しています。 

利用者国民の生命財産を守るべき安全運航をも心配させる状況になり、経営責任

が白日の下に明確になったと言えます。 

 

 

 整理解雇の根拠を説明できないJAL経営 
 

現場の労働者・熟練者が不足しているのなら、「解雇通知書：止むを得ず整理解

雇した」運航乗務員・客室乗務員を職場に戻すのは当然のことです。2010 年 12 月

31 日には、会社更生法上の削減数に達していた事実に対し、現在も経営は労使交渉

で反論できていません。これでは不当な指名解雇と言っても過言では有りません。 
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東京高裁で JAL の不当労働行為を断罪 
 

整理解雇を強行する為に、話し合い解決を求める労働組合に対して不当労働行為

を行った事に関して、東京都労働委員会・東京地裁そして東京高裁からも 2015 年 6

月 18 日には日本航空経営は断罪されています(注)。 

 

注：東京高裁判決は（要旨）「労働組合の求めに妥協を図ることな

く、労働組合の運営に介入してはならない。争議権は、会社との対等

性を確保するための労働組合の根幹的な権利の一つ」と指摘し、明確

な法違反と日本航空経営を断罪しています。 

 

ILOから第三次勧告 
 

2015年11月12日、ILOの第三次勧告（フォローアップ）が出されまし

た。要旨「結社の自由委員会は、本件の最新の展開に鑑み、会社と当

該労働組合との意義ある対話を維持することの重要性を、今一度、強

調する」また、ILOはJAL解雇事件が解決するまでILOの監視下におかれ

る事を明確にしています。 

 

1000人を超える弁護士が 

JAL経営の不当性を告発 
 

日本航空の解雇事件について、歴史上最多の1,000名を超える弁護士

が日本航空経営の不当性を訴えました。更に、全国の多くの労働者・利

用者国民が不当解雇撤回の支援に参加しています。 

国会では、各政党の追及により、政府発言要旨「争議解決に向けての

労使交渉を求める」を引き出し、ILOも第三次勧告で指摘しました。 

日本航空に於いては最早一刻の猶予も出来ない状況と言えます。 

安全で健全な航空運送事業を確立する為にも一刻も早い被解雇者の

職場復帰の労使交渉が必要な状況となっていると言えるでしょう。 


